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(57)【要約】
【課題】通信回線を提供する事業者が行う顧客への通信
回線の提供サービスについて顧客からの申込みがキャン
セルされた場合でもそのキャンセルされた申込みに係る
回線の設計データを有効利用する。
【解決手段】通信回線の利用サービスを提供する通信事
業者が、利用申込に応じて行う回線設計に係る設計デー
タを再利用するための設計データ再利用システム１であ
って、申込ＩＤと、利用者識別情報と、利用場所住所と
、配線データと、を含んだ設計データが格納された設計
ＤＢ７０と、キャンセル入力を受け付けるキャンセル受
付部１０と、キャンセルされた利用申込に係る設計デー
タを設計ＤＢ７０から抽出し、キャンセル設計ＤＢ６０
に格納するキャンセル処理部２０と、新規利用申込デー
タの入力を受け付ける申込受付部３０と、キャンセル設
計ＤＢ７０から新規申込の利用場所住所の近傍の住所を
含んだキャンセル設計データを抽出する検索部４０と、
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申込に応じて行う
回線設計に係る設計データを再利用するための設計データ再利用システムであって、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データが格納された設計データベースと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるキャンセル受付
部と、
　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データを前記設
計データベースから抽出し、キャンセル設計データとしてキャンセル設計データベースに
格納するキャンセル処理部と、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付ける申込受付部と、
　前記キャンセル設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込デ
ータに含まれる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだキャンセル設計データ
が格納されている場合に、そのキャンセル設計データを抽出する検索部と、
　を備えることを特徴とする設計データ再利用システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の設計データ再利用システムにおいて、
　前記キャンセル処理部は、前記抽出した設計データから利用者を特定する情報を削除し
たキャンセル設計データを作成し、そのキャンセル設計データをキャンセル設計データベ
ースに格納することを特徴とする設計データ再利用システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の設計データ再利用システムにおいて、
　前記キャンセル設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込デ
ータに含まれる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだキャンセル設計データ
が格納されていなかった場合に、格納されていない旨表示する表示部を備えることを特徴
とする設計データ再利用システム。
【請求項４】
　通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申込に応じて行う
回線設計に係る設計データを利用するための設計データ利用システムであって、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データが格納された設計データベースと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるキャンセル受付
部と、
　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データに、キャ
ンセルを受け付けた旨のフラグをセットするキャンセル処理部と、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付ける申込受付部と、
　前記設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込データに含ま
れる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含みかつフラグのセットされた設計デー
タが格納されている場合に、その設計データを抽出する検索部と、
　を備えることを特徴とする設計データ利用システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の設計データ利用システムにおいて、
　前記キャンセル処理部は、前記抽出した設計データから利用者を特定する情報を削除し
た上で、その設計データを設計データベースに格納することを特徴とする設計データ利用
システム。
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【請求項６】
　請求項４又は５に記載の設計データ利用システムにおいて、
　前記設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込データに含ま
れる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだフラグ付きの設計データが格納さ
れていなかった場合に、格納されていない旨表示する表示部を備えることを特徴とする設
計データ利用システム。
【請求項７】
　通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申込に応じて行う
回線設計に係る設計データを再利用するための設計データ再利用方法であって、
　コンピュータが、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データを設計データベースに格納するステ
ップと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるステップと、
　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データを前記設
計データベースから抽出し、キャンセル設計データとしてキャンセル設計データベースに
格納するステップと、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付けるステップと、
　前記キャンセル設計データベースを参照し、前記入力を受け付けた申込データに含まれ
る利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだキャンセル設計データが格納されて
いる場合に、そのキャンセル設計データを抽出するステップと、
　を含むことを特徴とする設計データ再利用方法。
【請求項８】
　通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申込に応じて行う
回線設計に係る設計データを利用するための設計データ利用方法であって、
　コンピュータが、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データを設計データベースに格納するステ
ップと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるステップと、
　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データに、キャ
ンセルを受け付けた旨のフラグをセットするステップと、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付けるステップと、
　前記設計データベースを参照し、前記入力を受け付けた申込データに含まれる利用場所
住所と同一またはその近傍の住所を含みかつフラグのセットされた設計データが格納され
ている場合に、その設計データを抽出するステップと、
　を含むことを特徴とする設計データ利用方法。
【請求項９】
　通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申込に応じて行う
回線設計に係る設計データを再利用するための設計データ再利用プログラムであって、
　コンピュータに、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データを設計データベースに格納するステ
ップと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるステップと、
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　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データを前記設
計データベースから抽出し、キャンセル設計データとしてキャンセル設計データベースに
格納するステップと、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付けるステップと、
　前記キャンセル設計データベースを参照し、前記入力を受け付けた申込データに含まれ
る利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだキャンセル設計データが格納されて
いる場合に、そのキャンセル設計データを抽出するステップと、
　を実行させることを特徴とする設計データ再利用プログラム。
【請求項１０】
　通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申込に応じて行う
回線設計に係る設計データを利用するための設計データ利用プログラムであって、
　コンピュータに、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データを設計データベースに格納するステ
ップと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるステップと、
　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データを前記設
計データベースから抽出し、キャンセルを受け付けた旨のフラグをセットし、設計データ
ベースに格納するステップと、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付けるステップと、
　前記設計データベースを参照し、前記入力を受け付けた申込データに含まれる利用場所
住所と同一またはその近傍の住所を含みかつフラグのセットされた設計データが格納され
ている場合に、その設計データを抽出するステップと、
　を実行させることを特徴とする設計データ利用プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　通信回線を提供する事業者が行う顧客への通信回線の提供サービスについて顧客からの
申込みがキャンセルされた場合でもそのキャンセルされた申込みに係る回線の設計データ
を有効利用できる設計データ再利用システム、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバーなどの通信回線を提供する事業者は、顧客からの利用申込みを受けると、
当該顧客へ通信回線を提供するため、通信回線の配線データを設計する。しかし、顧客の
都合により、利用申込みをキャンセルされる場合がある。こうした場合には、これまでは
設計した配線データを廃棄していたため、折角、設計した配線データが無駄となるとの問
題があった。
【０００３】
　特に、近年、通信業界の競争は激化しており、顧客の中には価格やサービス内容等を比
較して業者の変更を頻繁に行う例も少なくない。したがって、キャンセルに伴う種々の無
駄を省いて業務の効率化を図ることは、通信事業者にとって通信業界の激化している競争
を勝ち抜くために極めて重要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明者は、一旦、設計した配線データは申込みをキャンセルされた場合でも廃棄せ
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ずに保存しておけば、キャンセルした顧客の住所に近隣の住所を有する新たな顧客にその
配線データを利用でき、設計した配線データが無駄にならず、また新たに設計する作業負
担を軽減できることに着目して本発明に至ったものであり、通信回線を提供する事業者が
行う顧客への通信回線の提供サービスについて顧客からの申込みがキャンセルされた場合
でもそのキャンセルされた申込みに係る回線の設計データを有効利用できる設計データ再
利用システム、方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の発明は、通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申
込に応じて行う回線設計に係る設計データを再利用するための設計データ再利用システム
であって、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データが格納された設計データベースと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるキャンセル受付
部と、
　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データを前記設
計データベースから抽出し、キャンセル設計データとしてキャンセル設計データベースに
格納するキャンセル処理部と、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付ける申込受付部と、
　前記キャンセル設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込デ
ータに含まれる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだキャンセル設計データ
が格納されている場合に、そのキャンセル設計データを抽出する検索部と、
　を備えることを特徴とする設計データ再利用システムである。
【０００６】
　第２の発明は、第１の発明に記載の設計データ再利用システムにおいて、
　前記キャンセル処理部は、前記抽出した設計データから利用者を特定する情報を削除し
たキャンセル設計データを作成し、そのキャンセル設計データをキャンセル設計データベ
ースに格納することを特徴とする設計データ再利用システムである。
【０００７】
　第３の発明は、第１又は第２の発明に記載の設計データ再利用システムにおいて、
　前記キャンセル設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込デ
ータに含まれる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだキャンセル設計データ
が格納されていなかった場合に、格納されていない旨表示する表示部を備えることを特徴
とする設計データ再利用システムである。
【０００８】
　第４の発明は、通信回線の利用サービスを提供する通信事業者が、利用者からの利用申
込に応じて行う回線設計に係る設計データを利用するための設計データ利用システムであ
って、
　前記利用申込を特定する情報と、前記利用者を特定する情報と、前記利用者による前記
通信回線の利用場所住所と、前記通信事業者が前記利用者に通信回線を提供するための配
線を設計した配線データと、を含んだ前記設計データが格納された設計データベースと、
　前記通信回線の利用申込についてのキャンセル情報の入力を受け付けるキャンセル受付
部と、
　前記キャンセル情報に該当する、キャンセルされた利用申込に係る設計データを前記設
計データベースから抽出し、その設計データにキャンセルを受け付けた旨のフラグをセッ
トして設計データベースに格納するキャンセル処理部と、
　利用者による通信回線の利用場所住所を含んだ、通信回線の利用申込みに係る利用申込
データの入力を受け付ける申込受付部と、
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　前記設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込データに含ま
れる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含みかつフラグのセットされた設計デー
タが格納されている場合に、その設計データを抽出する検索部と、
　を備えることを特徴とする設計データ利用システムである。
【０００９】
　第５の発明は、第４の発明に記載の設計データ利用システムにおいて、
　前記キャンセル処理部は、前記抽出した設計データから利用者を特定する情報を削除し
た上で、その設計データを設計データベースに格納することを特徴とする設計データ利用
システムである。
【００１０】
　第６の発明は、第４又は第５の発明に記載の設計データ利用システムにおいて、
　前記設計データベースを参照し、前記申込受付部が入力を受け付けた申込データに含ま
れる利用場所住所と同一またはその近傍の住所を含んだフラグ付きの設計データが格納さ
れていなかった場合に、格納されていない旨表示する表示部を備えることを特徴とする設
計データ利用システムである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、顧客が通信回線の利用申込をキャンセルした場合にも、そのキャンセ
ルされた利用申込に係る設計データを有効に再利用することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態である設計データ再利用システム１の全体構成図である。
同図に示すように、本実施形態の設計データ再利用システム１は、キャンセル受付部１０
、キャンセル処理部２０、申込受付部３０、検索部４０、及び表示部５０の各機能部と、
キャンセル設計データベース６０と、設計データベース７０と、を備えている。
【００１３】
　また、設計データ再利用システム１には、配線設計入力部１１０が接続されている。な
お、設計データ再利用システム１は、例えば、コンピュータシステムにより構成され、上
記機能部１０～４０は、コンピュータのＣＰＵがハードディスク装置などの記憶装置に記
憶されたプログラムを読み出して実行することにより実現される。
【００１４】
　設計データベース７０には、利用の申込みを特定する情報（以下、申込ＩＤという）と
、その申込みをした利用者を特定する情報（例えば、氏名あるいは顧客番号などで、以下
、利用者識別情報という）と、その利用者が通信回線を利用している場所の住所と、通信
事業者がその利用者に通信回線を提供するための配線を設計した配線データと、を含む設
計データが予め格納されている。
【００１５】
　図２は、設計データのデータ構成を示す。また、図３は、設計データに含まれる配線デ
ータの構成を示す。同図に示すように、配線データは、収容局名、ポート番号、心線番号
、ドロップクロージャ位置、局方向電柱番号を含んでいる。収容局名は、顧客に提供する
通信回線の収容局を示し、ポート番号は、収容局での接続チャンネルを示し、心線番号は
顧客が使用する回線の番号を示し、ドロップクロージャ位置は、電柱上等に張られた光ケ
ーブルの光ファイバー等の回線の接続・分岐部材の位置を示し、局方向電柱番号は、収容
局の方向を示すための番号を示している。このような配線データの設計は、顧客の住所に
応じて、収容局を決定し、その収容局の空いているポートを特定して心線番号を決定する
などの作業が必要であり、１件当り例えば５～１０分程度の時間がかかる。通信回線の利
用申込件数が多大になると、配線データの設計作業は大きな業務負担となってしまううえ
、申込がキャンセルされた場合にその設計データを破棄してしまうと、設計作業自体が無
駄になってしまう。本実施形態のシステムは、キャンセルされた申込に関わる配線データ
を再利用できるようにすることで、設計作業の負担軽減を図ることができるようにするも



(7) JP 2008-42672 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

のである。
【００１６】
　キャンセル受付部１０は、既に通信回線の利用申込した利用者から利用のキャンセルが
あった場合に、当該キャンセルに係る情報（以下、キャンセル情報という）の入力を受け
付ける。キャンセル情報は、キャンセルされた申込みに係る申込ＩＤと、利用者識別情報
と、この利用者による通信回線の利用場所住所と、を含むものである。なお、キャンセル
受付部１０は、利用者からの申込キャンセルがインターネット等通信回線を利用してオン
ラインで直接的に受け付けられるようにしてもよいし、通信事業者のオペレータが利用者
から電話等で申込キャンセルを受け付けて、オペレータが当該キャンセルに係る入力操作
をすることができるシステム端末であってもよい。
【００１７】
　キャンセル処理部２０は、キャンセル受付部１０で受け付けたキャンセル情報に基づい
て設計データを設計データベース７０から抽出し、キャンセル設計データとしてキャンセ
ル設計データベース６０に格納する。なお、抽出された設計データは、設計データベース
から消去される。
【００１８】
　キャンセル設計データも、設計データと同様、申込ＩＤと、利用者識別情報と、その利
用者が通信回線を利用している場所の住所と、通信事業者が利用者に通信回線を提供する
ための配線を設計した配線データと、を含むデータである。なお、キャンセル処理部２０
では、利用者の個人情報を誤って目的外に利用することを防止するため、キャンセル設計
データに含まれる利用者識別情報を削除した上でキャンセル設計データとして格納するこ
ととしてもよい。
【００１９】
　申込受付部３０は、通信回線の新たな利用の申込があった場合に、その新たな申込に係
る情報（以下、新規申込情報という）の入力を受け付ける。この新たな申込に係る情報は
、この利用者識別情報と、申込者が通信回線を利用しようとしている場所の住所とを含ん
でいる。なお、申込受付部３０は、利用者からの申込みがインターネット等通信回線を利
用してオンラインで直接的に受け付けられるようにしてもよいし、通信事業者のオペレー
タが利用者から電話等で申込を受け付けて、オペレータが当該申込に係る入力操作をする
ことができるシステム端末であってもよい。
【００２０】
　検索部４０は、キャンセル設計データベースを参照して申込受付部３０に入力された新
規申込データに含まれる住所の近傍又は同一の住所を含むキャンセル設計データを検索す
る。そして、該当するキャンセル設計データが、キャンセル設計データベース６０に格納
されていた場合には、このキャンセル設計データを抽出する。なお、抽出されたキャンセ
ル設計データは、キャンセル設計データベース６０から消去される。また、抽出されたキ
ャンセル設計データは、配線設計入力部１１０に移され、その抽出したキャンセル設計デ
ータに含まれる配線データを利用して、新たな申込の通信回線に係る配線データを設計す
ることができる。そして、配線設計入力部１１０で設計された新たな配線データは、前記
利用者識別情報と前記利用者が前記通信回線を利用している場所の住所とに関連付けた上
で設計データとして設計データベース７０に格納される。
【００２１】
　表示部５０は、検索部４０が新たな利用者に係る住所に近傍する住所をキャンセル設計
データベース６０の中で検索したが格納されていなかった場合には、近傍する住所を含む
キャンセル設計データは格納されていない旨を表示する。
【００２２】
　図４は、通信回線利用申込みのキャンセルがあったときに、設計データベースから設計
データを抽出し、キャンセル設計データをキャンセル設計データベースに格納するまでの
手順を示したものである。
【００２３】
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　まず、キャンセル受付部１０で、利用者から通信回線利用申込みのキャンセルを受け付
ける（Ｓ４０２）。キャンセルの受け付けの際には、キャンセル情報の入力も受け付ける
（Ｓ４０２）。次に、キャンセル処理部２０は、キャンセル情報に対応する設計データを
設計データベース７０から抽出する（Ｓ４０４）。そして、キャンセル処理部２０は、抽
出した設計データをキャンセル設計データとしてキャンセル設計データベース６０に格納
する（Ｓ４０６）。
【００２４】
　図５は、新規の申込みがあったときに、設計データ再利用システム１を利用して新規の
設計データを作成する手順を示すものである。
【００２５】
　まず、申込受付部３０で利用者から新規の通信回線利用申込みを受け付ける（Ｓ５０２
）。申込みの際には、新規申込情報の入力も受け付ける（Ｓ５０２）。次に、検索部４０
で、キャンセル設計データベース６０を参照して、新規申込情報に係る住所の近傍の住所
を含むキャンセル設計データを検索する（Ｓ５０４）。該当するキャンセル設計データが
キャンセル設計データベース６０に格納されていた場合は（Ｓ５０４：ＹＥＳ）、このキ
ャンセル設計データを抽出して、配線設計入力部１１０に移す（Ｓ５０６）。そして、そ
の抽出したキャンセル設計データに含まれる配線データをそのままあるいは微修正して新
規の申込みに係る配線データを作成する。（Ｓ５０８）。
【００２６】
　一方、該当するキャンセル設計データがキャンセル設計データベース６０に格納されて
いなかった場合は（Ｓ５０４：ＮＯ）、表示部５０に適当なキャンセル設計データがキャ
ンセル設計データベース６０にない旨表示する（Ｓ５１０）。そして、新規申込みに係る
配線データを新規に作成する（Ｓ５１２）。
【００２７】
　作成された配線データは、申込ＩＤと利用者識別情報と利用場所の住所と共に設計デー
タとして設計データベース７０に格納される（Ｓ５１４）。
【００２８】
　以上の通り、本発明によれば、通信回線を提供する事業者が行う顧客への通信回線の配
線設計を申込みがキャンセルされた場合に保存し、再利用することができる。これまでは
、利用者から通信回線の利用のキャンセルを受けた場合、当該利用者にかかる設計データ
は消去していた。しかし、本発明によれば、一旦、設計した配線データは申込みをキャン
セルされた場合でも廃棄せずに保存しておくことができる。そして、キャンセルした以前
の顧客の近隣に新たな顧客を獲得した場合には、キャンセルした顧客の設計データを、そ
のままであるいは微修正を加えることで利用し、新たな配線データの設計をすることがで
きるので、設計に係る作業負担を軽減することができる。よって、設計した配線データが
無駄にならず、また配線データを廃棄する作業も省けるというメリットがある。さらに、
新たに設計することの作業負担を軽減できることから、設計を迅速に行うことができると
いうメリットもある。
【００２９】
　なお、キャンセルした利用者に係る設計データには、その利用者を特定するための情報
も含まれており、そのまま保存したのでは、個人情報を誤って別の目的に利用してしまう
虞がある。すなわち、個人情報の保護に関する法律（いわゆる個人情報保護法）では特定
の個人を識別できる個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っ
てはならないとしているが、本発明によれば、設計データをキャンセル設計データとして
保存する際に利用者を特定する情報を削除することもできるので、個人情報の目的外利用
を防止することが可能である。
【００３０】
　図６は、本発明の別の実施形態である設計データ利用システム２の全体構成図である。
同図に示すように、本実施形態の設計データ利用システム２は、キャンセル受付部１０、
キャンセル処理部２２、申込受付部３０、検索部４２、及び表示部５０の各機能部と、設
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計データベース７２と、を備えている。また、設計データ利用システム２には、配線設計
入力部１１０が接続されている。
【００３１】
　キャンセル受付部１０は、設計データ再利用システム１でのキャンセル受付部１０と同
様、既に通信回線の利用申込した利用者から利用のキャンセルがあった場合に、当該キャ
ンセルに係る情報を受け付ける。
【００３２】
　キャンセル処理部２２は、キャンセル受付部１０で受け付けたキャンセル情報に該当す
る設計データを設計データベース７２から抽出し、その設計データについてキャンセルを
受け付けた旨のフラグ（以下、キャンセルフラグという）をセットする。なお、キャンセ
ル処理部２２では、利用者の個人情報を誤って目的外に利用することを防止するため、キ
ャンセルを受け付けた場合は設計データに含まれる利用者を特定する情報を削除すること
としてもよい。
【００３３】
　申込受付部３０は、設計データ再利用システム１での申込受付部３０と同様、通信回線
の新たな利用の申込があった場合に、その新たな申込に係る情報を受け付ける。
【００３４】
　検索部４２は、設計データベース７２にアクセスして新たな申込における通信回線の利
用場所の住所の近傍又は同一の住所を含む設計データを検索する。そして、キャンセルフ
ラグがセットされ、かつ該当する設計データが抽出された場合に、設計データを抽出する
。なお、抽出された設計データのキャンセルフラグは、リセットされる。また、抽出され
た設計データは、配線設計入力部１１０に移され、その抽出した設計データに含まれる配
線データを利用して、新たな申込の通信回線に係る配線データを設計することができる。
そして、配線設計入力部１１０で設計された新たな配線データは、前記利用者識別情報と
前記利用者が前記通信回線を利用している場所の住所とに関連付けた上で設計データとし
て設計データベース７２に格納される。
【００３５】
　表示部５０は、設計データ再利用システム１での表示部５０と同様、検索部４２が新た
な利用者に係る住所に近傍する住所を設計データベース７２の中で検索したが格納されて
いなかった場合には、近傍する住所を含むキャンセル設計データは格納されていない旨を
表示する。
【００３６】
　以上の通り、設計データベース７２にキャンセルされた利用者の設計データに目印を付
した上で保存しておくこととしても、設計データ再利用システム１と同様の効果を得るこ
とができる。
【００３７】
　なお、以上の実施形態の説明は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明
を限定するものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると
共に本発明にはその等価物が含まれることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態である設計データ再利用システム１の全体構成図である。
【図２】本発明における設計データの構成を示す図である。
【図３】本発明における設計データに含まれる配線データの構成を示す図である。
【図４】本発明における利用申込のキャンセル受付の手順を示すフロー図である。
【図５】本発明において新規の利用申込を受け付けて配線データを作成する手順を示すフ
ロー図である。
【図６】本発明の別の実施形態である設計データ利用システム２の全体構成図である。
【符号の説明】
【００３９】
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　１　設計データ再利用システム
　２　設計データ利用システム
１０　キャンセル受付部
２０，２２　キャンセル処理部
３０　申込受付部
４０，４２　検索部
５０　表示部
６０　キャンセル設計データベース
７０，７２　設計データベース
１１０　配線設計入力部

【図１】

【図２】

【図３】
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